
平成２３年度第１回 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会 

 
１．日 時 

平成 23 年 5 月 31 日（火）13：30～15：00 
 
２．場 所 

下関市役所 議会棟 第 1 委員会室 
 
３．議 事 

(１) 開会のことば 
(２) 中尾市長あいさつ 
(３) 委員紹介 
(４) 委員長選任（委員長代理の指名） 
(５) 運営要綱（案）等について 
(６) 下関市立中央病院の概要について 
(７) 地方独立行政法人下関市立市民病院について 
(８) 今後の進め方について 
(９) その他 
(10) 閉会 

 
４．配布資料 
・資料１ 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会 委員名簿 
・資料２ 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会運営要綱（案） 
・資料３ 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会傍聴要領（案） 
・資料４ 下関市立中央病院の概要・沿革 
・資料５ 地方独立行政法人の概略説明について 
・資料６－１ 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会について 
・資料６－２ 地方独立行政法人評価委員会の役割 
・資料７ 地方独立行政法人下関市立市民病院定款 
・資料８ 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会条例 
・資料９ 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会 所掌事務 
・資料 10 地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会スケジュール（予定） 
・資料 11－１ 中期目標例 
・資料 12－２ 地方独立行政法人那覇市立病院 中期目標 
・資料 13－３ 地方独立行政法人大牟田市立病院中期目標 

 
議事録（概要） ※次頁以降 
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平成２３年度 第１回 

地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会の概要 

 

１ 開催日時 

平成 23 年 5 月 31 日（火）13 時 30 分～15 時 00 分 

 

２ 開催場所 

下関市役所議会棟 第１委員会室 

 

３ 出席者 

下関市長 

副市長 

下関市立市民病院評価委員会委員 ５名 

事務局 ９名 

 

４ 内容 

（１）地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会委員委嘱状交付。 

（２）下関市長挨拶。 

（３）委員及び事務局紹介。 

（４）委員長及び委員長職務代理者選出。 

  ・委員の互選により弘山委員が委員長に選出された。 

  ・弘山委員長の指名により兼安委員が職務代理者に指名された。 

（５）運営要綱（案）等について。 

  ・事務局より「評価委員会運営要綱（案）」【資料２】、「評価委員会傍聴要 

領（案）」【資料３】について説明。 

  ・案のとおり決定された。 

（６）下関市立中央病院の概要について 

  ・事務局より「下関市立中央病院の概要・沿革」【資料４】について説明。 

  質疑応答 （○委員発言 ●事務局発言） 

  ○下関市立市民病院と名称が変わることについて経過を教えて欲しい。 

  ●法人化準備委員会の中で病院の名称について現名称のままも含めて検討 

   した結果、法人化しても市民の病院であること、新しい名称で心機一転 

   出発するという意味から名称変更を決定し、３月議会での定款議案の中 

で諮り議決をいただいた。 

   ○地域医療センター構想なるものがあるが位置付けとしてはどのようなも 

のか。市民病院の中に地域医療センターが入ってくるのか。 
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  ●病院の補完施設ということで基本構想は作成したが、正式に決定したも 

   のではない。増築計画であり名称はこれから検討していくものである。 

 

（７）地方独立行政法人下関市立市民病院について 

  ・事務局より「地方独立行政法人の概略説明について」【資料５】、「地方独  

立行政法人下関市民病院評価委員会について」【資料６】、「地方独立行政 

法人下関市民病院定款」【資料７】、「地方独立行政法人下関市民病院評価 

委員会条例」【資料８】、「地方独立行政法人下関市民病院評価委員会所掌  

事務」【資料９】について説明。 

 （８）今後の進め方について 

・事務局より「地方独立行政法人下関市民病院評価委員会スケジュール（予  

 定）【資料１０】、「中期目標例」【資料１１】について説明。  

質疑応答 

  ○最大の役割は中期目標の作成だと思うが、中期目標例を見るとざっくり 

   とした文章と項目が列挙されているが中期目標とはこのようなものだと 

   理解してよいか。 

  ●おおまかな道筋をつけるものが中期目標であり、その道筋に沿って実施 

する具体的なものが中期計画である。 

  ○中期目標、中期計画の期間として４年となっているが、大学の場合６年 

になっており、当初と状況が変わり実情にそぐわなくなってきている、 

病院の場合この４年間というのは妥当なのか。 

  ●地方独立行政法人法によって病院の場合は３年から５年となっており、 

理事長の任期に合わせて４年としている。 

 （９）その他 

  ・第２回は７月に開催する方向で調整する。 


